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講座の実施にあたり-地域支え合い活動- 

迫りくる大地震において被害を最小限とするには、地域の自助（自主的な取組）が重要

となっています。ただし自助の取組みは、災害時に即座に機能するものではなく、平常時

からの延長線上、積上げとしてあるものです。そのため流山市では、自治会や福祉関係機

関の協働によるひとり暮らしの高齢者の見守りや災害時の支援など、身近な地域での支え

合い活動を推進しています。 

地域での支え合い活動の対象者は、①75 歳以上の高齢者のみ世帯に属する方、②一定以

上の要介護認定者、障害等級保有者、③自ら名簿に掲載を希望する方の３つに大別されま

す。対象者のうち本人の同意が得られた場合には、支え合い活動対象者名簿1に基本情報を

掲載して、平常時から自治会や福祉関係機関と情報を共有しています。自治会との名簿情

報の共有においては、活動の趣旨や個人情報の取扱等を定めた協定書の締結を条件として

おり、平成 29 年 2 月現在、全 179 自治会中 74 自治会2（41％）、全 8545 人 5461 人

（64％）で活動が進んでいます。 

流山市では、地域福祉活動を推進するためにも全ての自治会での取組みを目標としてい

ます。そこで市内全域に支え合い活動を広げるため、活動の担い手となっている自治会関

係者、民生委員・児童委員を対象とした講演会を開催しました。 

 

開催概要 

日 程：平成 29 年 2 月４日（土） 

時 間：13 時-15 時 

場 所：流山市クリーンセンター  

リサイクルプラザ・プラザ館 

参加者：自治会関係者 

民生委員・児童委員 

地域福祉関係者など 計１２０名 

 

                                                      

1地域支え合い活動対象者名簿は、災害対策基本法によって、市区町村に策定が義務付けられた避難行動要支

援者名簿として作成しているものです。 

2 日経新聞（２月 14 日付け）によると、全国での事前提供率は 5 割程度と推定されている。自治会数を基準

にすると低い数値となっているが、人数を基準とすると全国推定を超えている。 


